
○

口
座
管
理
機
関
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
法
務
省
・
財
務
省
令
第
二
号
）

改

正

案

現

行

（
外
国
口
座
管
理
機
関
の
指
定
の
公
示
）

第
三
条

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項

（
新
設
）

第
十
三
号
の
指
定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定

を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
官

報
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
口
座
管
理
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
四
条

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
指
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
指
定
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及

び
財
務
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
又
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

代
表
者
の
氏
名

三

外
国
に
お
い
て
他
人
の
社
債
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
債
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
社
債
等
に
類
す
る
権
利
の
管
理
を
行
う
こ
と

に
つ
き
、
当
該
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
免
許
又
は

登
録
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
処
分
を
受
け
て
い
る
旨

四

指
定
国
内
上
位
機
関
（
指
定
申
請
者
の
上
位
機
関
（
法
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
上
位
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
次
項
第
三
号
の
意
思
の

表
明
を
し
た
振
替
機
関
等
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
等
を



い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
上
位
機
関
の
う
ち
、
国
内
に
営
業
所

又
は
事
務
所
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
又
は
名
称

２

前
項
の
指
定
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

外
国
に
お
い
て
他
人
の
社
債
等
又
は
社
債
等
に
類
す
る
権
利
の
管
理
を
行

う
こ
と
に
つ
き
、
当
該
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
免

許
又
は
登
録
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
処
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
三

指
定
申
請
者
が
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
の
開
設
を
受

け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
指
定
申
請
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
口
座

の
開
設
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
振
替
機
関
等
か
ら
当
該
指
定

申
請
者
の
た
め
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
を
開
設
す
る
見
込
み
で
あ
る
旨

の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

四

そ
の
他
指
定
に
関
し
参
考
と
な
る
書
類

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
申
請
者
は
、
第
一
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
指
定
国
内
上
位
機
関
を
経

由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
商
号
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
外
国
口
座

（
新
設
）

管
理
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
申
請
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に



つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
、
法
務

大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
事
実
に
つ
い
て
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
書
類
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

外
国
口
座
管
理
機
関
は
、
第
一
項
の
届
出
を
す
る
に
は
、
指
定
国
内
上
位
機

関
（
上
位
機
関
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
上
位
機
関
で
あ
っ
た
者
又
は
前
条

第
二
項
第
三
号
の
意
思
の
表
明
を
し
た
振
替
機
関
等
若
し
く
は
そ
の
上
位
機
関

の
う
ち
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
も
の
）
を
経
由
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
国

口
座
管
理
機
関
の
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
六
条

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
申

（
新
設
）

請
が
あ
っ
た
と
き
又
は
指
定
を
受
け
た
者
が
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
の

規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を

取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
指
定
の
取
消
し
の
申
請
手
続
）

第
七
条

外
国
口
座
管
理
機
関
が
指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
指
定
取
消
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣

及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

二

指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
日

三

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
者
の
た
め
に
口
座
を
開
設
し

て
い
な
い
旨

２

外
国
口
座
管
理
機
関
は
、
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
指
定
国
内
上
位
機
関

（
上
位
機
関
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
上
位
機
関
で
あ
っ
た
者
又
は
第
四
条

第
二
項
第
三
号
の
意
思
の
表
明
を
し
た
振
替
機
関
等
若
し
く
は
そ
の
上
位
機
関

の
う
ち
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
も
の
）
を
経
由
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
・
第
九
条

（
略
）

第
三
条
・
第
四
条

（
同
上
）


